
建築物等の整備の方針

約４０.８ｈａ

　高度技術に立脚した工業開発に関する計画（第２期計画と

して平成４年５月１５日変更承認）に基づき、研究所をはじ

めとする、産業支援型、研究開発型産業団地及び研究者、技

術者向けの住宅団地を合わせた複合団地として整備を行った

地区において、地区全体に緑化の推進、公害、災害の未然防

止を行い、周辺地域の環境の保全を図る。また、研究団地及

び住宅団地に建築物等に関する制限を行うことにより、研究

団地としての機能の維持及び増進と、住宅団地の良好な住環

境の形成を図る。

１　建築物の用途の制限

６　建築物の高さの制限

名　　　　　　　称

東広島市西大沢一丁目の一部、西大沢二丁目

　研究・住宅団地造成工事により整備された造成森林、残置

森林について良好な住環境の保全を図るため、保全を図る。

２　建築物の容積率の最高限度

区

域

の

整

備

、

開

発

及

び

保

全

に

関

す

る

方

針

造成森林、残置森林の保全に

関する方針

土地利用に関する基本方針

地区施設の整備の方針

　研究団地としての機能の維持及び増進と、住宅団地の良好

な住環境の形成を図るとともに、緑化の推進、公害、災害の

未然の防止及び周辺地域の環境の保全を図るため建築物等に

ついて、以下の制限を定める。

　周辺の環境を配慮したうえで、研究団地において研究開発

施設の集積の場にふさわしい土地利用を図るとともに、住宅

団地においては良好な住環境の形成にふさわしい土地利用を

図る。

７　建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限

　造成工事により整備された道路公園等について、施設の機

能が損なわれないよう維持、保全を図る。

東広島都市計画地区計画の変更(東広島市決定)東広島都市計画地区計画の変更(東広島市決定)東広島都市計画地区計画の変更(東広島市決定)東広島都市計画地区計画の変更(東広島市決定)

 都市計画東広島研究・住宅団地地区地区計画を次のように変更する。

東広島研究・住宅団地地区地区計画

位　　　　　　　置

３　建築物の建蔽率の最高限度

地 区 計 画 の 目 標

面　　　　　　　積

４　建築物の敷地面積の最低限度

５　壁面の位置の制限

８　垣又は柵の構造の制限



　地区の名称

　地区の面積
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関
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 建築物の高さの

 最高限度

道路斜線の制限

１０メートル

－

建築物の用途の制限

建築物の建蔽率の

最高限度

　　　　　６／１０

　ただし、広島県建築基準法

施行細則第１７条第１項各号

に該当する場合は１／１０を

加えることができる。

　　　　　５／１０

　ただし、広島県建築基準法

施行細則第１７条第１項各号

に該当する場合は１／１０を

加えることができる。

建築物の敷地面積の

最低限度

建築物の容積率の

最高限度

　建築物の各部分の高さは、

当該部分から前面道路の反対

側の境界線までの水平距離に

１．２５を乗じて得たもの以

下としなければならない。

　ただし、前面道路の境界線

から後退した建築物の場合、

敷地が２以上の道路に接する

場合等の制限の緩和に関する

措置については建築基準法第

５６条第２項又は第６項の規

定を適用する。
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別表(ろ)欄に掲げる建築物以

外の建築物は建築してはなら

ない。

住宅団地地区

別表(い)欄に掲げる建築物は

建築してはならない。

　建築物の外壁又はこれにか

わる柱の面から敷地境界線ま

での水平距離は３メートル以

上とする。

壁面の位置の制限

１０／１０

－

約２９．０ｈａ

地

　

区

　

整

　

備

　

計

　

画

約１１．８ｈａ

研究団地地区

 地区の

 区分

　建築物の外壁又はこれにか

わる柱の面から敷地境界線ま

での水平距離は１メートル以

上とする。

　ただし、物置、車庫その他

これらに類する用途に供し、

軒の高さが２．３メートル以

下かつ床面積の合計が５平方

メートル以内の建築物又は建

築物の部分はこの限りではな

い。

　　　　　５００㎡

　ただし、別表(い)欄第３号

のただし書に定める用途に供

する建築物についてはこの限

りではない。

１６５㎡

２０／１０
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北側斜線の制限

 『区域、区分及び造成森林、残置森林は計画図の表示のとおり』

－

　建築物の各部分の高さは、

当該部分から前面道路の反対

側の境界線又は隣地境界線ま

での真北方向の水平距離に

１．２５を乗じて得たものに

５メートルを加えたもの以下

としなければならない。

　ただし、北側の前面道路又

は隣地の地盤面と敷地の地盤

面に高低差がある場合、建築

基準法施行令第１３５条の４

第１項第２号の規定を適用す

る。
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　計画図に表示する造成森林及び残置森林の区域内は維持、

保全すると共に、建築物その他工作物等を建築又は築造して

はならない。

　ただし、防災上又は公益上やむを得ない場合はこの限りで

はない。

建築物等の形態又は色彩

その他の意匠の制限

垣又は柵の構造の制限

　周囲の景観に調和し、かつ

良好な住宅地としてふさわし

いものとする。屋外広告物は

設置又は建築物を利用して表

示してはならない。

　ただし、自己の用に供する

ものはこの限りではない。

　建築物及び屋外広告物等

は、美観を確保し周囲と調和

するものとする。
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土地の利用に関する事項

備　考

　道路に面して設ける垣又は柵の構造は、生垣又は網状その

他これらに類する透視可能な柵とする。

　ただし、透視不可能な部分の高さが地盤面から１．２メー

トル以下のもの又は門はこの限りではない。



別　表

 １　建築基準法別表第二（る）項「準工業地域内に建築してはならない建築物」第１号又は

     第２号に掲げる建築物

 ２　住宅

 ３　共同住宅、寄宿舎又は下宿ただし、当該地区に立地する業務施設の従事者のための共同

 　　住宅又は寄宿舎は除く。

 ４　物品販売業を営む店舗又は飲食店

 ５　ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場

 ６　カラオケボックスその他これに類するもの

 ７　勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの

 ８　ホテル又は旅館

 ９　劇場、映画館、演芸場又は観覧場

 １０　自動車教習所

 １１　倉庫業を営む倉庫

 １２　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律における「風俗営業」又は「店舗型

       性風俗特殊営業」を営む施設

（ろ）欄

 １　建築基準法別表第二（い）項「第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物」

     各号に掲げる建築物

（い）欄



 


